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 令和２年２月５日（水）に斜面が崩落し、同年４月３日（金）から一部通行規制としていた

逗子市道沼間５号について、法面災害復旧工事の完了の目途がついたことから、令和３年７月 30

日（金）に通行規制の解除を行うこととなりました。 

 

〇通行規制解除の内容 

  車道、歩道ともに全面通行可 

 

〇通行規制解除の日時 

 令和３年７月 30 日（金）午後３時頃 

  （安全確認の状況により変更となる場合があります。） 

 

 

 

 【付属資料】 

  資料：お知らせ周知文 

 

 

 

 

 

逗子市 ‐Press Release-  

池子２丁目土砂崩落の法面災害復旧工事完了 

に伴う通行規制の解除について 

本件に関するお問い合わせ先 

環境都市部都市整備課 須田・津田 

電話：046-873-1111 内線 475 
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